
講習の詳しい内容とお申込み方法は裏面をご覧ください。

登録免許税の軽減
市内で創業を行おうとする者または創
業後5年未満の個人が､会社を設立す
る際の登録免許税の軽減ができます。

無担保･第三者保証人なしの創業関
連保証が、事業開始の6か月前から利
用することが可能です。

日本政策金融公庫の新規開業支援
資金の貸付利率の引き下げの対象
として､利用することが可能です｡
（別途､審査要）

創業関連保証

新規開業支援資金

㈯ ㈯ ㈯ ㈯ ㈯1日目

一社）組織のためのビジネスモデル協議会
代表理事 今津美樹 氏
　
㈲遠山珈琲 代表取締役 遠山克利 氏
　
NAO司法書士法人  司法書士 
 藤田奈緒 氏　
彩たか人事労務事務所
社会保険労務士 高倉彩乃 氏
　
税理士法人上田会計事務所
税理士 上田剛士 氏
　
中小企業診断士 原田泰宏 氏
　
組織開発ファシリテーター
 城之内義弘 氏

2日目 3日目 4日目 5日目

3,000円　初回にご用意ください

【主催】白井市商工会　TEL：047-492-0721  FAX：047-491-9884  【共催】白井市

各日10：00～16：00（5時間・昼食休憩あり）

保健福祉センター 団体活動室
白井市復1123番地

15名

白井市で創業予定
又は創業間もない方（５年未満）で
全５回参加できる方
(いつかは、創業したいとお考えの方も大歓迎)

※全５回の日程全ての受講
　が条件となります。

受講料

対 象

定 員

会 場

あなたの夢を応援し
ます

受講特典講師


